
児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定の取消しについて 
 
 
 
１ 処分を受ける事業者名等 

事業者の名称  株式会社にじ 

代表者の名称  代表取締役 福島 摩寿子 

事業者の所在地  大分県大分市荏隈字台１２０２番地の１ 

事業所の名称  ①にじっ子倶楽部 花園 

 ②にじっ子倶楽部 賀来 

③にじっ子倶楽部 大道 

④にじっ子倶楽部 羽屋 

⑤にじっ子倶楽部 宗方 

事業所の所在地  ①大分県大分市花園１丁目７番９４号 

 ②大分県大分市賀来北１丁目１番２９号 

 ③大分県大分市三芳６６７番地４ 

 ④大分県大分市羽屋４丁目１番６８号 

 ⑤大分県大分市上宗方１３５２番地１ 

事業所番号  ①４４５０１００６４１ 

 ②４４５０１００８１５ 

 ③４４５０１００９２２ 

 ④４４５０１０１０４５ 

 ⑤４４５０１０１２８４ 

サービス種類  放課後等デイサービス 

処分年月日  令和４年 ９月３０日 

指定取消年月日  令和４年１１月１４日 

 
 
 
２ 処分理由 

（１） 障害児通所給付費等の請求に関し不正があったため。 

（法第２１条の５の２４第１項第５号に該当） 

  （ア）５事業所において従業者の員数が人員基準上必要とされる員数を満たしていない日が

属する月であって、人員欠如減算に該当する月については、人員欠如減算を行う必要が

あったにもかかわらず、減算せず不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。 

２２６月                           

（イ）上記において、児童指導員等加配加算を算定できない月や日があったにもかかわらず、 

児童指導員等加配加算を算定して不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。 

                         ２４６月 

（ウ）障害児通所給付費に不正があったため、併せて返還となるもの。 

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）                               １０５月 

       放課後等デイサービス給付費に係る特例的な上乗せ           ３０月 

 

 

 



（２） 障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為があったため。 

（法第２１条の５の２４第１項第１０号に該当） 

５事業所において児童指導員等として従事する見込みのないことを認識していたにもかか 

わらず、知人の氏名を利用し、虚偽の人員配置を行い、当該事業所が人員基準や加算の算定

要件等を満たす旨の勤務表等を作成し、変更届出書及び添付書類を複数回に渡り、市に提出

した。さらに、実地指導時においても、不適切な運営があったにもかかわらず、あたかも適

切な人員配置ができているかのように偽造した出勤簿、勤務表等を市へ提示していた。 

 

３ 処分に伴う返還額     ５事業所合計  ６０７月  ２７３，８９０，４０８円 


